
Ⅰ 対象者
①要⽀援１〜要介護３の被保険者
②別紙チェックリストの運動項目において、４点以上の者
③適正な利用が可能な者（例：歩行器の取り扱いを理解し、維持管理できること。）
④利用目的が適切である者
 （例１：退院後のリハビリ訓練を目的とした利用）
 （例２：散歩が可能となるなど閉じ籠りの防止や介護予防を目的とした利用）
 （例３：ゴミの搬出等が可能となることで、ヘルパーの回数が減少するなど自立⽀援を目的とした利用）

Ⅱ 利用までの流れ

1 アセスメント

事前に、サービス担当者会議等で関係機関及び本人・家族等の意向を確認。

≪作成書類≫
（1）自動制御型歩行器貸与に係るチェックリスト
（2）居宅サービス計画書（利用者等への説明・同意）

2 自動制御型歩行器貸与の利用を開始する。

ケアマネジメントにて判断し貸与開始。

3 貸与の必要性について、評価する。

６ヵ月後、自動制御型歩行器貸与に係るチェックリストにて、貸与の必要性
及び効果について評価し、上記チェックリストを作成。
効果の確認方法
下記の内容等を記載
・リハビリの効果（歩行が可能となった。）
・外出機会の増加（外出機会が週１回から２回へ増えた。）
・介護予防の効果（ＡＤＬが維持できている。）

4  認定更新時、モニタリング後1へ戻る

自動制御型歩行器貸与の運用について


